
国土交通省
(運輸支局等)

兵庫県
(県税事務所)

平成２７年９月２４日から、車検更新時における
納税証明書の運輸支局への提示が省略できます

納 税 確 認 の 電 子 化

○ 自動車税を納付後、概ね１週間以内に車検を受ける場合は、納税証明書が必要です。

○ 軽自動車、小型二輪自動車は、従来どおり納税証明書（市町発行）の提示が必要です。

○ 車検有効期限を長期間経過した自動車は、運輸支局で納税確認できない場合があります。

兵 庫 県 ・県税事務所
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電子的に確認するため、納税
証明書の提示は不要に！

自動車検査証返付
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※自動車税に滞納があると、これまでどおり自動車検査証の返付は受けられません。

紛失時の納税証明書
再交付申請が不要に！

【ご注意ください】

（その他の注意事項）

※１ 4月1日以降他県のナンバーから兵庫県に転入した自動車の納税確認については、4月1日現在の登録都道府県に

お問い合わせください。

※２ 抹消登録（廃車）、名義変更等、車検以外の目的で納税証明書が必要な場合は、申請方法について県税事務所へ

お問い合わせください。

※３ 車検を業者に依頼される場合は、納税通知書等に添付の納税証明書で業者の方が確認される場合がありますので、

納税証明書は車検証と一緒に大切に保管してください。


